
JP 2008-303331 A5 2011.4.7

10

20

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成23年4月7日(2011.4.7)

【公開番号】特開2008-303331(P2008-303331A)
【公開日】平成20年12月18日(2008.12.18)
【年通号数】公開・登録公報2008-050
【出願番号】特願2007-153075(P2007-153075)
【国際特許分類】
   Ｃ０９Ｋ  11/64     (2006.01)
   Ｃ０９Ｋ  11/59     (2006.01)
   Ｃ０９Ｋ  11/08     (2006.01)
   Ｃ０９Ｋ  11/79     (2006.01)
   Ｃ０９Ｋ  11/57     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  33/48     (2010.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０９Ｋ  11/64    　　　　
   Ｃ０９Ｋ  11/59    ＣＱＨ　
   Ｃ０９Ｋ  11/08    　　　Ｊ
   Ｃ０９Ｋ  11/79    ＣＱＤ　
   Ｃ０９Ｋ  11/57    　　　　
   Ｈ０１Ｌ  33/00    　　　Ｎ

【手続補正書】
【提出日】平成23年2月22日(2011.2.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　β型Ｓｉ３Ｎ４結晶構造を有する酸窒化物の結晶中に、ＡｌとＥｕとが固溶してなり、
結晶中に含まれる酸素濃度が０．１質量％以上０．４質量％未満であり、かつ、結晶中の
Ａｌ濃度に対する酸素濃度の比率が０．１５～１である蛍光体。
【請求項２】
　前記結晶中のＡｌ濃度が０．１３～０．８質量％である請求項１に記載の蛍光体。
【請求項３】
　前記結晶中のＥｕ濃度に対する酸素濃度の比率が０．１５～１．５である請求項１に記
載の蛍光体。
【請求項４】
　前記結晶中のＥｕ濃度に対するＡｌ濃度の比率が０．１５～１．５である請求項１に記
載の蛍光体。
【請求項５】
　励起光の吸収により５２０～５５０ｎｍの範囲の発光ピーク波長を有する緑色蛍光を呈
するものである請求項１～４のいずれかに記載の蛍光体。
【請求項６】
　前記励起光の吸収により５２０～５３０ｎｍの範囲の発光ピーク波長を有する緑色蛍光
を呈するものである請求項５に記載の蛍光体。
【請求項７】
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　前記励起光の吸収によりピークの半値全幅が５３ｎｍ以下の緑色蛍光を呈するものであ
る請求項５または６に記載の蛍光体。
【請求項８】
　前記励起光を発する前記半導体発光素子と、前記励起光の吸収により緑色蛍光を呈する
請求項１～７のいずれかに記載の蛍光体とを備える発光装置。
【請求項９】
　前記半導体発光素子の発光ピーク波長が３９０～５５０ｎｍである請求項８に記載の発
光装置。
【請求項１０】
　前記半導体発光素子の発光ピーク波長が４００～４１０ｎｍである請求項９に記載の発
光装置。
【請求項１１】
　前記半導体発光素子の発光ピーク波長が４３０～４８０ｎｍである請求項９に記載の発
光装置。
【請求項１２】
　前記半導体発光素子の発光ピーク波長が４４０～４５０ｎｍである請求項１１に記載の
発光装置。
【請求項１３】
　前記励起光の吸収により赤色蛍光を呈する蛍光体をさらに備える請求項８～１２のいず
れかに記載の発光装置。
【請求項１４】
　前記赤色蛍光を呈する蛍光体は、前記励起光の吸収により波長６００～６７０ｎｍの範
囲のピーク波長を有する赤色蛍光を呈するものである請求項１３に記載の発光装置。
【請求項１５】
　前記赤色蛍光を呈する蛍光体は、前記励起光の吸収によりピークの半値全幅が９５ｎｍ
以下の赤色蛍光を呈するものである請求項１３または１４に記載の発光装置。
【請求項１６】
　前記赤色蛍光を呈する蛍光体がＥｕ賦活ＣａＡｌＳｉＮ３である請求項１５に記載の発
光装置。
【請求項１７】
　前記赤色蛍光を呈する蛍光体がＥｕ賦活Ｍ２Ｓｉ５Ｎ８（ただし、Ｍは、Ｍｎ、Ｃｅ、
Ｅｕなどから選ばれる元素である）である請求項１５に記載の発光装置。
【請求項１８】
　請求項８～１７のいずれかに記載の発光装置をバックライト光源として備える画像表示
装置。
【請求項１９】
　それぞれ赤色光、緑色光、青色光を透過するフィルタをさらに備える請求項１８に記載
の画像表示装置。
【請求項２０】
　前記青色光を透過するフィルタの波長５３０ｎｍにおける透過率が、透過率の最大値の
２０％以下である請求項１９に記載の画像表示装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　本発明の蛍光体は、β型Ｓｉ３Ｎ４結晶構造を有する酸窒化物の結晶中に、ＡｌとＥｕ
とが固溶してなり、結晶中に含まれる酸素濃度が０．１以上０．４質量％未満であり、か
つ、結晶中のＡｌ濃度に対する酸素濃度の比率が０．１５～１であることを特徴とする。
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【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　本発明の蛍光体は、結晶中のＥｕ濃度に対する酸素濃度の比率は０．１５～１．５であ
ることが好ましい。またこの場合、結晶中のＥｕ濃度に対するＡｌ濃度の比率が０．１５
～１．５であることが好ましい。
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